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ごうど中央スポーツ公園野球場広告掲載要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、ごうど中央スポーツ公園野球場（以下「当該施設」という。）

の内野・外野グラウンドフェンス（以下「広告掲載面」という。）に掲載する

広告内容を適正に管理するため、神戸町広告掲載取扱要綱（以下「要綱」とい

う。）及びごうど中央スポーツ公園野球場広告掲載基準（以下「掲載基準」と

いう。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（広告枠の規格及び区画） 

第２条 広告枠は、別紙１に示された広告掲載面を区画割した１区画とし、内野

フェンスにおいては、内野側から外野側へ１塁側と３塁側を交互に広告番号を

付与し、外野フェンスにおいては、中央を基準に左側から右側へ交互に広告番

号を付番する。その広告掲載面の材質、広告枠のサイズ及び広告枠の数は、次

の表のとおりとする。 

 

広告掲載位置 広告掲載面の材質 広告枠のサイズ 広告枠の数 

内野・外野グラウ

ンドフェンス 

EPT黒ゴムシート 

 

内野フェンス 

縦0.6m×横5.0m 

外野フェンス 

縦1.0m×横10.0m 

 20 

 

 10 

（広告掲載の申込） 

第３条 広告を掲載しようとする者（以下「広告主」という。）は、ごうど中央

スポーツ公園野球場広告掲載申込書（様式第１号）を提出しなければならない。 

（広告掲載の決定） 

第４条 町長は、前条に規定する申込書の提出を受けたときは、神戸町広告掲載

取扱要綱の規定に基づき審査を行い、広告掲載の可否を決定するものとする。 

２ 広告掲載の可否について疑義が生じた場合は、神戸町広告掲載取扱要綱第11

条の規定に基づき、広告審査委員会を開催するものとする。 
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３ 町長は、広告掲載の可否について決定を行ったときは、その結果及び条件等

についてごうど中央スポーツ公園野球場広告掲載決定通知書（様式第２号）又

はごうど中央スポーツ公園野球場広告非掲載決定通知書（様式第３号）により、

その旨を広告主に通知するものとする。 

４ 広告を掲載する順位は、広告掲載の決定を受けた順位とする。 

（広告の掲載期間） 

第５条 広告枠に広告を掲載できる期間（以下「広告掲載期間」という。）は、

広告掲載期間の開始日（以下「広告開始日」という。）から１年（４月１日か

ら３月31日まで）とする。 

２ 広告掲載期間の終了日（以下「広告終了日」という。）を広告開始日から最

大３年まで延長することができる。ただし、更新は妨げない。 

３ 広告掲載期間を延長又は終了しようとする広告主は、広告終了日の90日前ま

でに広告掲載内容変更申込書（様式第４号）を提出しなければならない。なお、

広告終了日の延長できる日数は、広告終了日から１年以内とする。 

４ 町は、前項により申し込まれた広告掲載期間の延長について、変更の可否を

決定しなければならない。 

（広告の掲載する内容） 

第６条 広告主が掲載する広告の内容は、要綱第３条及び掲載基準第４条の規定

によるもののほか、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(１) 当該施設の機能や利用を阻害しない形状であり、施設の美観を損なわな

いこと。 

(２) デザイン構成が、ストーリー性のある４コマや映像表示でないこと。 

(３) 絵柄や文字が過密でないこと。 

２ 広告主が広告掲載期間中に広告内容を変更しようとするときは、広告掲載内

容変更申込書（様式第４号）に必要書類を添付し、町に提出しなければならな

い。 

３ 町は、前項により申し込まれた広告内容の変更について、第１項の規定に従

い審査し、変更の可否を決定しなければならない。 
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（広告掲載料） 

第７条 広告掲載料は、内野広告掲載面１区画あたり年額50,000円、外野広告掲

載面１区画あたり年額100,000円とする。 

２ 広告主は、町が指定する日までに、町が発行する納付書により広告掲載料を

一括して納入しなければならない。 

３ 年度の途中から広告掲載を開始する場合は、年額を１２か月で割り、広告作

成月から３月までの月数を掛け、千円未満を切り捨てた金額を広告掲載料とし

て納入するものとする。 

（広告の掲載方法） 

第８条 広告主は、広告掲載期間内に承諾された広告内容に従い広告を作成し、

広告番号の位置に広告を設置するものとする。なお、設置に係る作業工程は、

町と広告主で協議するものとする。 

２ 広告を作成するにあたり、次の各号に掲げる規格に適合するものでなければ

ならない。 

(１) ターナーラバーペイントRF―200日塗工番号（青）75―30P・（白）N―

95のみの単色塗装とし、次の１～４のすべてを満たす塗料を使用することと

する。 

１ グラウンドフェンスについては、２液性ウレタン塗料であること。 

２ 塗料は最低１年以上剥がれ落ちない材質のもので、変色及び熱・水に耐

えうるものであること。 

３ 下地隠蔽性を備えていること。 

４ 蛍光、発光又は反射を伴う塗料でないこと。 

（広告の撤去） 

第９条 広告主は、広告終了日の90日前から広告終了日までの間に広告を撤去し、

広告枠を原状に復しなければならない。なお、撤去に係る作業工程は、町と広

告主で協議するものとする。 

２ 町は、広告主が設置した広告が、要綱第３条に適合しないと判断した場合は、

直ちに広告を撤去させなければならない。 
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（費用の負担） 

第10条 次に掲げる費用は、広告主が負担する。 

(１) 広告枠に掲載する広告の製作に要する費用 

(２) 広告の掲載、撤去及び維持補修（町の責めに帰すべき事由によるものを

除く。）に要する費用 

（原状回復） 

第11条 広告の原状回復については、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 町が故意に広告に損傷又は破損させた場合を除いては、広告主の責任又

は負担において原状回復する。 

(２) 前号に定める場合のほか、町又は広告主のいずれかが原状回復を必要と

認めたときは双方で協議し決定する。 

（損害賠償） 

第12条 町は、次の各号に該当する期間において広告を行わないことにつき、損

害賠償の責を負わない。 

(１) 広告の掲載、撤去及び変更に要する期間 

(２) 広告の原状回復、維持管理に関する期間 

（広告掲載料の返還） 

第13条 広告の掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由によ

り、広告の掲載ができなくなった場合は、その全額又は一部を返還する。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料は、日割をもって計算し利子を付さな

い。この場合において、その金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てるものとする。 

３ 町は、広告が掲載できなかったことにより生じるいかなる損害についても、

広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。 

４ 本条の規定による広告掲載料の返還を受けようとする者は、ごうど中央スポ

ーツ公園野球場広告掲載料返還請求書（様式第５号）を町長に提出しなければ

ならない。 

（その他） 

第14条 この要領に定めるもののほか広告掲載の実施に関し必要な事項は別に
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定める。 

付 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年教委告示第１号） 

この要領は、令和３年11月１日から施行する。 

この要領は、令和７年１月１日から施行する。 

別紙１ 

●広告枠の位置 

 



6/13 

 

 

●広告枠の区画及びサイズ等 

・内野フェンス広告枠の区画及び番号 

 

１塁側 

 

 

 

３塁側 

 

 

 

 

・内野フェンス広告枠のサイズ及び規格 
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・外野フェンス広告枠の区画及び番号 

 

・外野フェンス広告枠のサイズ及び規格 

 

 

 

・広告枠の仕様 

指定色を使用してフェンスに直接描くものとし、カッティングシート等の

貼付は不可とする。 

（指定色） 

ターナーラバーペイントRF―200 日塗工 

フェンス 青色 日塗工 75―30P 

文字 白色 日塗工 N―95 



8/13 

 



9/13 

 



10/13 

 



11/13 

 



12/13 

 



13/13 

様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条及び第６条関係） 

様式第５号（第13条関係） 

 


